
令和６年９月２日（月）  

大分県商工観光労働部商工観光労働企画課  

 
 
 
 

「大分県における中小企業者のための 

官公需確保対策等について」 

  



１． 大分県中小企業活性化条例（H25.3 月制定、H29.12 改正）について 

中小企業・小規模事業者の重要性を理解した上で、県や市町村の行政、商工団体、金融機関、大学、大企業等の各主体が協

力・連携し、県内中小企業・小規模事業者を応援し、県経済の活性化と発展に繋げることを目指した条例 

 

２． 大分県の入札情報・発注方法等について 

・県ＨＰで入札情報のページを集約したページを作成 

・庁内・市町村への中小企業・小規模事業者の受注機会増大にかかる協力依頼（年２回） 

・指名競争入札及び随意契約では、公平性、透明性、競争性を確保しつつ、県内企業を優先し、かつ地域性を考慮して指名 

・用品要求や工事をはじめとした一般競争入札では、可能な限り地域要件を考慮 

 

３． トライアル発注制度について 

受注拡大に意欲的で技術力のある県内企業の支援を行うため、新たな事業分野の開拓を図る中小企業者（新規創業者含む）

の生産した新商品等を認定し、県が当該新商品を随意契約で購入することを可能にする制度 

 

４． 公共工事における施工時期の平準化に向けた取組について 

・ゼロ県債、補正予算の前倒し執行、早期繰越承認、債務負担行為等を積極的に活用 

 

５． 官公需契約実績額等について 
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商 観 労 企 第 １ ６ ２ 号  

令 和 ６ 年 ５ 月 ３ １ 日  

 

 

各所属長 殿 

 

 

                          商工観光労働部長 

 

 

令和６年度官公需における中小企業・小規模事業者の受注機会の 

増大等に係る協力について（依頼） 

 

現在、県内中小企業を取り巻く経営環境は、物価高騰・人手不足等の課題に

直面しています。こうした課題を乗り越え、地域経済を持続的発展の軌道に乗

せていくためには、中小企業・小規模事業者における価格転嫁のほか、持続的

な賃上げ、賃上げの原資確保に向けた投資による生産性向上の取組の強化が欠

かせません。官公需発注においても、中小企業・小規模事業者の受注機会の増

大を図り、その事業活動の活性化を図ることが重要です。 

このたび、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和  

４１年法律第９７号）第４条の規定により、「令和６年度中小企業者に関する

国等の契約の基本方針」が閣議決定され、経済産業大臣から別添のとおり通知

がありました。 

 つきましては、同法及び本閣議決定の趣旨を踏まえ、県内中小企業・小規模

事業者の受注機会の増大や予算の早期執行、納期・工期の柔軟な対応、迅速な

支払の徹底等について一層の御尽力を賜りますようお願いします。 

  なお、「令和６年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」については、

下記経済産業省ホームページにてご覧いただけます。 

（https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419003/20240419003.html） 

 

 

 

 

商工観光労働企画課商工団体班 

担当：田中（内線 3217） 

 

（公印省略） 
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制度スキーム

①県内中小企業による申請

②認定審査会の開催

③新商品の認定

④県の各機関への認定商品の通知

⑤県の各機関による随意契約

中小企業

経営創造・金融課県の各機関

認定審査会

①申 請

⑤随意契約 ③認 定

④通 知 ②審 査

～申請対象者～
■県内に本社・本店
■県内で生産
■県で使われる見込み
■一定の基準（経営革新計
画の承認など）をクリアし
た新商品（ソフトウェア・
システム・技術・工法を含
む）

◇認定企業の新商品の確認
◇必要により新商品の発注 ⑥公 表

◇申請新商品の確認（事前調査）
◇認定審査会の開催
◇認定通知（申請者及び県の各機関）

◇認定結果（企業名、商品名、商品特性等）や県の購入実績等をホームページで公表

平成１６年１１月の地方自治法施行令の改正により、新たな事業分野の開拓を図
る中小企業者（新規創業者含む。）の生産した新商品等について、県が一定の手
続きを経て認定することにより、県の各機関が当該新商品等を随意契約で購入す
ることを可能とする制度。

本県では、新事業を展開する中小企業の販路拡大支援を目的に平成１７年度よ
り制度化。

県内中小企業による新商品開発

県の試験的調達・導入

有用性、市場性等の評価

販路開拓・受注機会の拡大

公的機関での実績
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企業 製品

30 申 請 な し

72 ㈱イーコンセプト 組み立て式バイオマスコンロ

61 73 ㈱コンクリート・ショップ 耐震プレキャストコンクリート塀「塀のねっこ」

74 ○ ㈱インパクト 高輝度蓄光ブロックパネル「BLUE IMPACT」

62 75 ○ ＢＩＯＩＳＭ㈱ ごみ収集・運搬業務に特化した自社開発クラウドシステム『ごみ物語シリーズ』

63 76 ㈱コテガワ 「からまるネット」（ため池事故防止安全装置）

64 77 ㈱カワベ ロードバイク用駐輪機　カクール

65 78 髙橋塗装㈱ ロープアクセス工法による外壁診断

R3 66 79 ○ ワークプリント合同会社 ストーンペーパーを活用した印刷物の提案

67 80 (同)アイ.ジー.シー コミュニティマネジメントツール「SUITS」

68 81 いくつものかたち(株) エレベーター用紫外線照射装置「UV-Cるど（ELV-30）」

82 いくつものかたち(株) アルコール検知器用紫外線照射装置「UV-Cるど（ALC-09）」

69 83 (株)デンケン ECOウォーターサーバー「OISII AIR」

Ｒ5 申 請 な し

現在の認定数 4企業　5件

R1

R2

R4

トライアル発注制度／認定更新一覧（ 直近５年間 / R6.4末月時点 ）
年
度

通算件数 購入
実績

社名 商品名

９



施工時期の平準化に向けた取組（国土交通省資料）

債務負担行為の活用

柔軟な工期の設定（余裕期間制度）

速やかな繰越手続き

積算の前倒し
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施工時期の平準化に向けた取組（大分県土木建築部）

１．ゼロ県債の活用
従来からのゼロ県債に加え、交付金ゼロ県債も設定

（億円）

２．債務負担行為の活用
年度を跨ぐことが明らかな工事では、積極的に債務負担行為を活用

３．繰越早期承認
平成27年度から繰越早期承認を実施

（億円）

必要な箇所をもれ
なく設定予定

４．余裕期間制度

令和元年１２月から余裕期間制度の運用開始
・発注者指定方式
・任意着手方式

５．土木建築部公共事業の執行方針

○複数年度に渡る事業執行マネジメント
○施工時期の平準化を見据えた積極的な発注見通しの公表

※砂防基礎調査分除く

（億円）

目標額

不足分は補正予算の前倒し
執行(3月→12月)で対応
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官　公　需　実　績　の　推　移　（　大　分　県　）

官公需契約実績（全体） 官公需契約実績（工事）

（単位：千円、％） （単位；千円、％）

官 公 需 契 約 額 うち中小企業者向 比 率 官 公 需 契 約 額 うち中小企業者向 比 率 占

20 91,534,269 77,500,688 84.7% 20 68,291,171 60,990,664 89.3% 74.6%

21 100,876,209 87,917,867 87.2% 21 77,951,169 70,333,397 90.2% 77.3%

22 89,247,550 74,766,993 83.8% 22 65,414,993 57,777,189 88.3% 73.3%

23 85,675,813 74,602,635 87.1% 23 61,716,829 57,175,947 92.6% 72.0%

24 79,152,104 66,061,813 83.5% 平均比率 24 57,736,554 50,363,950 87.2% 72.9%

25 93,292,447 76,789,232 82.3% 87.7% 25 67,348,383 57,391,186 85.2% 72.2%

26 86,650,124 68,295,017 78.8% 26 60,401,807 49,468,725 81.9% 69.7%

27 70,117,759 63,935,341 91.2% 27 48,744,857 46,262,856 94.9% 69.5%

28 79,468,432 72,816,954 91.6% 28 58,076,242 54,163,082 93.3% 73.1%

29 91,062,616 83,877,272 92.1% 29 67,980,957 63,645,506 93.6% 74.7%

30 83,606,543 76,048,476 91.0% 30 70,978,644 65,168,790 91.8% 84.9%

R1 81,166,630 75,660,258 93.2% R1 72,227,749 68,455,701 94.8% 89.0%

R2 95,903,495 86,654,121 90.4% R2 85,176,931 80,858,987 94.9% 88.8%

R3 56,423,953 50,499,041 89.5% R3 46,520,027 43,963,634 94.5% 82.4%

R4 51,766,667 46,358,725 89.6% R4 41,278,551 39,635,563 96.0% 79.7%
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官　公　需　実　績　の　推　移　（　大　分　県　）

官公需契約実績（物件） 官公需契約実績（役務）

（単位；千円、％） （単位：千円、％） （単位；千円、％）

官 公 需 契 約 額 うち中小企業者向 比 率 占 官 公 需 契 約 額 うち中小企業者向 比 率 占

20 7,711,758 3,570,672 46.3% 8.4% 20 15,531,340 12,939,352 83.3% 17.0%

21 7,933,866 4,793,905 60.4% 7.9% 21 14,991,174 12,790,565 85.3% 14.9%

22 8,049,842 4,253,106 52.8% 9.0% 22 15,782,715 12,736,698 80.7% 17.7%

23 8,463,764 4,433,362 52.4% 9.9% 23 15,495,220 12,993,326 83.9% 18.1%

24 7,236,185 3,723,597 51.5% 9.1% 24 14,179,365 11,974,266 84.4% 17.9%

25 6,981,740 3,664,717 52.5% 7.5% 25 18,962,324 15,733,329 83.0% 20.3%

26 9,315,164 5,027,671 54.0% 10.8% 26 16,933,153 13,798,621 81.5% 19.5%

27 5,337,072 4,152,362 77.8% 7.6% 27 16,035,830 13,520,123 84.3% 22.9%

28 5,169,963 4,205,515 81.3% 6.5% 28 16,222,227 14,448,357 89.1% 20.4%

29 8,230,294 6,655,645 80.9% 9.0% 29 14,851,365 13,576,121 91.4% 16.3%

30 4,867,701 3,865,658 79.4% 5.8% 30 7,760,199 7,014,029 90.4% 9.3%

R1 5,061,529 3,844,003 75.9% 6.2% R1 3,877,352 3,360,554 86.7% 4.8%

R2 6,534,655 3,864,311 59.1% 6.8% R2 4,191,909 1,930,823 46.1% 4.4%

R3 4,622,268 3,776,683 81.7% 8.2% R3 5,281,659 2,758,724 52.2% 9.4%

R4 4,625,225 3,711,294 80.2% 8.9% R4 5,862,890 3,011,866 51.4% 11.3%
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